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【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ に 、
　 複 数 の 種 類 を 含 む 複 数 の 対 象 物 を 処 理 す る 処 理 順 序 を 示 す 第 １ 情 報 を 得 る 処 理 と 、
　 前 記 複 数 の 種 類 の う ち 、 複 数 の 作 業 装 置 の 各 々 が 処 理 可 能 な 種 類 を 示 す 第 ２ 情 報 を 得 る  
処 理 と 、
　 前 記 第 １ 情 報 及 び 前 記 第 ２ 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 複 数 の 対 象 物 の そ れ ぞ れ を 複 数 の 作 業  
装 置 の い ず れ か に 振 り 分 け る 処 理 と 、
　 前 記 複 数 の 対 象 物 の そ れ ぞ れ を 振 り 分 け た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 複 数 の 作 業 装 置 の 処 理  
に 関 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 結 果 を 得 る 処 理 と 、
　 前 記 複 数 の 対 象 物 の 各 々 は 、 該 対 象 物 の 処 理 を 実 施 可 能 な 前 記 作 業 装 置 が 他 の 対 象 物 に  
対 す る 処 理 を 実 施 中 で あ れ ば 待 機 す る 、 と い う 条 件 で 、 前 記 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 結 果 か ら  
、 前 記 複 数 の 作 業 装 置 の そ れ ぞ れ に つ い て 、 次 に 振 り 分 け ら れ る 対 象 物 に 対 し て 処 理 を 実  
施 可 能 で あ る が 他 の 作 業 装 置 に 移 動 し た 対 象 物 数 Ｎ １ を カ ウ ン ト し 、 次 に 振 り 分 け ら れ る  
対 象 物 に 対 し て 処 理 を 実 施 可 能 で あ る が 他 の 対 象 物 に 対 し て 処 理 中 で あ る あ る た め に 待 機  
さ せ た 対 象 物 数 Ｎ ２ を カ ウ ン ト す る 処 理 と 、
　 前 記 対 象 物 数 Ｎ １ お よ び 前 記 対 象 物 数 Ｎ ２ の 少 な く と も い ず れ か に 応 じ て 、 前 記 複 数 の  
作 業 装 置 に 対 し て 増 減 さ せ る 作 業 装 置 を 特 定 す る 処 理 と を 実 行 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 特  
定 プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ に 、
　 前 記 対 象 物 数 Ｎ １ に 応 じ て 、 前 記 複 数 の 作 業 装 置 か ら 削 除 さ れ る 作 業 装 置 を 特 定 す る 処  
理 を 実 行 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 特 定 プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ に 、
　 前 記 対 象 物 数 Ｎ ２ に 応 じ て 、 前 記 複 数 の 作 業 装 置 に 追 加 す る 作 業 装 置 を 特 定 す る 処 理 を  
実 行 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 特 定 プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 複 数 の 作 業 装 置 に 追 加 す る 作 業 装 置 を 特 定 す る 場 合 に 、 前 記 対 象 物 数 Ｎ ２ に 加 え て  
、 前 記 複 数 の 種 類 の 各 々 の 待 機 し た 回 数 を 考 慮 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 特  
定 プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
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　 前 記 複 数 の 作 業 装 置 に 追 加 す る 作 業 装 置 を 特 定 す る 場 合 に 、 前 記 対 象 物 数 Ｎ ２ に 加 え て  
、 追 加 対 象 の 作 業 装 置 の 追 加 コ ス ト を 考 慮 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ま た は 請 求 項 ４  
に 記 載 の 特 定 プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 複 数 種 類 の 処 理 順 序 は 、 処 理 順 序 に 応 じ て 定 ま る 目 的 関 数 が 良 好 と な る よ う に 順 次  
探 索 さ れ た 順 序 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 特  
定 プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 複 数 種 類 の 処 理 順 序 を 探 索 す る 際 に 、 前 記 目 的 関 数 を 最 適 化 す る 進 化 的 ア ル ゴ リ ズ  
ム を 用 い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ６ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 特 定 プ ロ グ ラ  
ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 次 に 振 り 分 け ら れ る 対 象 物 に つ い て 処 理 を 実 施 可 能 な 作 業 装 置 が 複 数 あ り 、 当 該 複 数 の  
作 業 装 置 が 他 の 対 象 物 に 対 し て 作 業 を 行 な っ て い な い 場 合 に は 、 所 定 の ル ー ル に 従 っ て 振  
分 先 が 選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ７ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 特 定 プ ロ  
グ ラ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 複 数 の 種 類 を 含 む 複 数 の 対 象 物 を 処 理 す る 処 理 順 序 を 示 す 第 １ 情 報 を 得 る 処 理 と 、
　 前 記 複 数 の 種 類 の う ち 、 複 数 の 作 業 装 置 の 各 々 が 処 理 可 能 な 種 類 を 示 す 第 ２ 情 報 を 得 る  
処 理 と 、
　 前 記 第 １ 情 報 及 び 前 記 第 ２ 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 複 数 の 対 象 物 の そ れ ぞ れ を 複 数 の 作 業  
装 置 の い ず れ か に 振 り 分 け る 処 理 と 、
　 前 記 複 数 の 対 象 物 の そ れ ぞ れ を 振 り 分 け た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 複 数 の 作 業 装 置 の 処 理  
に 関 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 結 果 を 得 る 処 理 と 、
　 前 記 複 数 の 対 象 物 の 各 々 は 、 該 対 象 物 の 処 理 を 実 施 可 能 な 前 記 作 業 装 置 が 他 の 対 象 物 に  
対 す る 処 理 を 実 施 中 で あ れ ば 待 機 す る 、 と い う 条 件 で 、 前 記 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 結 果 か ら  
、 前 記 複 数 の 作 業 装 置 の そ れ ぞ れ に つ い て 、 次 に 振 り 分 け ら れ る 対 象 物 に 対 し て 処 理 を 実  
施 可 能 で あ る が 他 の 作 業 装 置 に 移 動 し た 対 象 物 数 Ｎ １ を カ ウ ン ト し 、 次 に 振 り 分 け ら れ る  
対 象 物 に 対 し て 処 理 を 実 施 可 能 で あ る が 他 の 対 象 物 に 対 し て 処 理 中 で あ る あ る た め に 待 機  
さ せ た 対 象 物 数 Ｎ ２ を カ ウ ン ト す る 処 理 と 、
　 前 記 対 象 物 数 Ｎ １ お よ び 前 記 対 象 物 数 Ｎ ２ の 少 な く と も い ず れ か に 応 じ て 、 前 記 複 数 の  
作 業 装 置 に 対 し て 増 減 さ せ る 作 業 装 置 を 特 定 す る 処 理 と を コ ン ピ ュ ー タ が 実 行 す る こ と を  
特 徴 と す る 特 定 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 複 数 の 種 類 を 含 む 複 数 の 対 象 物 を 処 理 す る 処 理 順 序 を 示 す 第 １ 情 報 を 取 得 し 、 前 記 複 数  
の 種 類 の う ち 、 複 数 の 作 業 装 置 の 各 々 が 処 理 可 能 な 種 類 を 示 す 第 ２ 情 報 を 取 得 す る 取 得 部  
と 、
　 前 記 第 １ 情 報 及 び 前 記 第 ２ 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 複 数 の 対 象 物 の そ れ ぞ れ を 複 数 の 作 業  
装 置 の い ず れ か に 振 り 分 け た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 複 数 の 作 業 装 置 の 処 理 に 関 す る シ ミ ュ  
レ ー シ ョ ン の 結 果 を 得 て 、 前 記 複 数 の 対 象 物 の 各 々 は 該 対 象 物 の 処 理 を 実 施 可 能 な 前 記 作  
業 装 置 が 他 の 対 象 物 に 対 す る 処 理 を 実 施 中 で あ れ ば 待 機 す る 、 と い う 条 件 で 、 前 記 シ ミ ュ  
レ ー シ ョ ン の 結 果 か ら 、 前 記 複 数 の 作 業 装 置 の そ れ ぞ れ に つ い て 、 次 に 振 り 分 け ら れ る 対  
象 物 に 対 し て 処 理 を 実 施 可 能 で あ る が 他 の 作 業 装 置 に 移 動 し た 対 象 物 数 Ｎ １ を カ ウ ン ト し  
、 次 に 振 り 分 け ら れ る 対 象 物 に 対 し て 処 理 を 実 施 可 能 で あ る が 他 の 対 象 物 に 対 し て 処 理 中  
で あ る あ る た め に 待 機 さ せ た 対 象 物 数 Ｎ ２ を カ ウ ン ト す る カ ウ ン ト 部 と 、
　 前 記 対 象 物 数 Ｎ １ お よ び 前 記 対 象 物 数 Ｎ ２ の 少 な く と も い ず れ か に 応 じ て 、 前 記 複 数 の  
作 業 装 置 に 対 し て 増 減 さ せ る 作 業 装 置 を 特 定 す る 特 定 部 と 、 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 情  
報 処 理 装 置 。
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